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親や配偶者の介護でかかるお金

高齢化に伴って不安が高まる介護ですが、介護をする家族の心身の負担や経済的な負担をい

くらかでも和らげてくれるのが介護保険です。親の介護において、経済的な負担問題が喫緊の課

題である家庭も少なくないでしょう。また、将来の自分たちの問題として介護保険の知識は欠かせ

ません。

介護保険は、利用者の負担を少なくし、代わりに国民から徴収する介護保険料と公費とで負担

する社会保険方式を取っています。そのため、４０歳以上の人は、原則としてすべての人が介護

保険に加入して介護保険料を支払います。そして、常時介護を要する状態や、日常生活を営むの

に支障があると見込まれる状態になれば、介護サービスを１割負担（一定以上の所得のある高齢

者の自己負担は２割へ引き上げられた）で受けることができます（図表１参照）。
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（介護サービスを受けるための手続き）

それでは、介護サービスを受けるための手順を見ていきましょう。

介護が必要となった場合、市区町村に介護サービスの利用を申請し要介護認定を受けなけれ

ばなりません。要介護認定の申請は、本人または家族が市区町村の介護保険課や高齢者相談

センター（自治体により名称が異なる）などに行います。

市区町村での要介護認定は、まず訪問調査や主治医の意見書といったかたちで心身の状態を

調査します。続いて調査項目のコンピュータ判定（１次判定）および専門家で構成される介護認定

審査会の判定（２次判定）といった審査・判定プロセスに進みます。最後に要介護１～５、要支援１

～２、非該当（自立）の８段階のうち、いずれかに認定します。

認定結果は、本人宛に通知されます。介護サービスが利用できるのは、要介護１～５、要支援１

～２の認定を受けた人だけで、その区分毎に利用できる限度額（図表２参照）が決まっています。

非該当（自立）と認定された人は、介護保険による介護サービスは利用できません。
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（要支援者と要介護者のサービス内容の違い）

ここで要支援者と要介護者に対する介護サービスの違いを見ていきましょう。

要支援者は「予防給付」を受けられます。生活機能の低下を防ぐ観点から、現在の機能をできる

だけ活用し、またリハビリテーションで機能改善を図る予防中心のサービスです。

要介護者は必要な介護の度合いに応じた「介護給付」を受けられます。重度になることを防止し、

生活機能の改善を図りながら、できるだけ本人が自立した生活を送れるように支援するサービス

です。

その介護給付で提供されるサービスは、大きく分けて居宅サービスと施設サービスがあります。

前者は、訪問介護、通所介護（デイサービス）、短期入所生活介護（ショートスティ）などがあります。

一方後者は、介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）や介護療養型医療施設などがありま

す。これら施設サービスでは、サービス費用の１割を負担するのに加えて、施設の居住費と食費

の全額を自己負担しなければなりません。


